
農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規

則をここに公布する。  

平成２８年１１月１８日  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第３４号  

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係規則の整理に関す

る規則  

（尾張東部（瀬戸）地域文化広場の管理に関する条例施行規則の一部改

正）  

第１条  尾張東部 (瀬戸 )地域文化広場の管理に関する条例施行規則（昭和

５７年瀬戸市規則第２３号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第１１条 条例第７条の規定により減免すること

ができる使用料の額は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

第１１条 条例第７条の規定により減免すること

ができる使用料の額は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第１６１条の規定により個人演説会を開催す

る場合（条例第５条第２項第２号に該当する

場合に限る。） 施設使用料の額の３分の１

に相当する額 

 

⑵ 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第１６１条（農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第１１条で準用する

場合を含む。）の規定により個人演説会を開

催する場合 （条例第５条第２項第２号に該

当する場合に限る。）施設 使用料の額の３

分の１に相当する額 

⑶ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 
  



 

 （パルティせと市民交流センター条例施行規則の一部改正）  

第２条  パルティせと市民交流センター条例施行規則（平成１７年瀬戸市

規則第３号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第１１条 条例第９条の規定により減免すること

ができる使用料の額は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

第１１条 条例第９条の規定により減免すること

ができる使用料の額は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第１６１条の規定により個人演説会を開催す

る場合（条例第７条第３項第２号に該当する

場合に限る。） 施設使用料の額の３分の１

に相当する額 

 

⑵ 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第１６１条（農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第１１条で準用する

場合を含む。）の規定により個人演説会を開

催する場合（条例第７条第３項第２号に該当

する場合に限る。）施設使用料の額の３分の

１に相当する額 

⑶ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 
  

（瀬戸蔵条例施行規則の一部改正）  

第３条  瀬戸蔵条例施行規則（平成１７年瀬戸市規則第６号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（使用料の減免） （使用料の減免） 



 

第１０条 条例第９条の規定により減免すること

ができる使用料の額は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

第１０条 条例第９条の規定により減免すること

ができる使用料の額は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第１６１条の規定により個人演説会を開催す

る場合（条例第７条第３項第２号に該当する

場合に限る。） 施設使用料の額の３分の１

に相当する額 

 

⑵ 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第１６１条（農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第１１条で準用する

場合を含む。）の規定により個人演説会を開

催する場合（条例第７条第３項第２号に該当

する場合に限る。） 施設使用料の額の３分

の１に相当する額 

⑶ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 
  

（瀬戸市地域交流センター条例施行規則の一部改正）  

第４条  瀬戸市地域交流センター条例施行規則（平成２２年瀬戸市規則第

３４号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第８条 条例第１０条の規定により減免すること

ができる使用料の額は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

第８条 条例第１０条の規定により減免すること

ができる使用料の額は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第１６１条の規定により個人演説会を開催す

る場合（条例第８条第２項第２号に該当する

場合に限る。） 使用料の額の３分の１に相

当する額 

 

⑵ 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第１６１条（農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第１１条で準用する

場合を含む。）の規定により個人演説会を開

催する場合（条例第８条第２項第２号に該当

する場合に限る。） 使用料の額の３分の１

に相当する額 



 

⑶ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 
  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  

 


